
な ん が ん ネ ッ ト 運 営 規 約  

 

第 １ 章  総  則  
（ 名  称 ）  

第 1 条  
こ の 会 を 、 な ん が ん ネ ッ ト 運 営 委 員 会 と 称 す る 。  

（ 事 務 所 ）  

第 2 条  
１ ． こ の 会 は 、 事 務 所 を 大 阪 府 大 阪 市 北 区 錦 町 3 - 1 龍 王 ビ ル 1 0 1

ユ ニ バ ー サ ル 患 者 支 援 セ ン タ ー に 置 く 。  

（ 支  部 ）  

第 3 条  
こ の 会 は ､ 役 員 会 の 議 決 を 経 て 、 必 要 の 地 に 支 部 を 置 く こ と が で

き る 。  

 

第 ２ 章  目 的 及 び 事 業  
（ 目  的 ）  

第 4 条  
こ の 会 は 、 難 病 及 び が ん を は じ め と す る 様 々 な 疾 患 患 者 団 体 及 び

広 く 一 般 市 民 が 、 個 々 の 活 動 を 尊 重 し 合 い な が ら 、 共 通 の 目 標 に

は 連 携 し て 取 り 組 む ゆ る や か 且 つ 安 定 し た ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 し 、

疾 患 や 地 域 を 越 え た 医 療 ・ 患 者 支 援 に 関 わ る 情 報 交 換 や 相 互 交 流

の 場 の 創 出 を 通 じ 、 以 て 患 者 が 自 ら の 声 を 反 映 さ せ た 適 切 で 納 得

で き る 医 療 ・ ケ ア の も と 、 自 分 ら し い 生 活 を 送 る こ と が で き る 社

会 の 実 現 を 目 的 と す る 。  

第 5 条  
こ の 会 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 に 掲 げ る 種 類 の 活 動 を

行 う 。  

( 1 ） 難 病 及 び が ん を は じ め と す る 様 々 な 疾 患 患 者 ・ 家 族 が 求 め る

治 療 ・ ケ ア ・ 支 援 等 の 情 報 提 供 を 行 う イ ン タ ー ネ ッ ト サ イ ト 『 な

ん が ん ネ ッ ト 』 の 運 営  

( 2 ） 難 病 及 び が ん を は じ め と す る 様 々 な 疾 患 患 者 団 体 の 自 助 や     

互 助 、 連 携 を 促 進 す る た め に 必 要 な 活 動  

( 3 )  こ の 会 の 活 動 を 広 報 及 び 宣 伝 す る た め に 必 要 な 活 動  

( 4 )  こ の 会 の 財 政 の 健 全 な 発 展 及 び 確 立 の た め に 必 要 な 活 動  

( 5 )  そ の 他 、 こ の 会 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 活 動  

 



第 ３ 章  会  員  
（ 会 員 の 種 別 ）  

第 6 条  
１ ．  こ の 会 の 会 員 は 次 の 3 種 と す る 。  

（ 1 ） 正  会  員   

難 病 及 び が ん を は じ め と す る 様 々 な 疾 患 の 治 療 や ケ ア 、 生 活 に 関

す る 普 及 啓 発 や 支 援 を 目 的 と し 、 こ の 会 の 活 動 趣 旨 に 賛 同 す る 、

患 者 団 体 及 び 広 く 一 般 市 民  

（ 2 ） 賛 助 会 員  

こ の 会 の 事 業 を 支 援 す る 法 人 団 体 ま た は 個 人  

（ 3 ） 協 力 会 員  

こ の 会 に 対 し 主 と し て 実 務 的 な 貢 献 を し よ う と す る 個 人 及 び 法 人

又 は 団 体  

（ 入  会 ）  

第 7 条  
１ ． 会 員 と し て 入 会 し よ う と す る も の は 、 こ の 会 の 定 め る 入 会 手

続 き を 行 う 。  

２ ． 役 員 会 は 、 前 項 の 申 し 込 み が あ っ た と き 、 入 会 を 承 認 す る も

の と す る 。  

３ ． 前 項 の も の の 入 会 を 認 め な い と き 、 役 員 会 は 速 や か に 、 理 由

を 付 し 本 人 に そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 会  費 ）  

第 8 条  
会 員 は 、 役 員 会 に お い て 定 め る 年 会 費 を 納 入 し な け れ ば な ら な

い 。  

（ 退  会 ）  

第 9 条  
会 員 は 、 こ の 会 が 定 め る 退 会 届 を 提 出 し て 、 任 意 に 随 時 退 会 す る

こ と が で き る 。  

（ 会 員 の 資 格 の 喪 失 ）  

第 1 0 条  
１ ． 会 員 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 総 会 の 議 決 に

よ り 、 こ れ を 除 名 す る こ と が で き る  

（ 1 ） こ の 会 の 活 動 規 約 又 は 規 則 等 に 違 反 し た と き  

（ 2 ） こ の 会 の 名 誉 を 傷 つ け 、 又 は 目 的 に 反 す る 行 為 を し た と き  

２ ． 前 項 の 規 定 に よ り 会 員 を 除 名 す る 場 合 は 、 そ の 会 員 に あ ら か

じ め 通 知 す る と と も に 、 議 決 の 前 に 弁 明 の 機 会 を 与 え な け れ ば な

ら な い 。  

（ 拠 出 金 品 の 不 返 還 ）  



第 1 1 条  
会 員 が す で に 納 入 し た 入 会 金 、 会 費 、 そ の 他 の 拠 出 金 品 は 返 還 し

な い 。  

 

第 ４ 章  役 員  
（ 役  員 ）  

第 1 2 条  
１ ． こ の 会 に 次 の 役 員 を 置 く 。  

（ 1 ） 代 表  2 名  

（ 2 ） 副 代 表  2 名  

（ 3 ） 幹 事  7 名 以 内  

（ 4 ） 事 務 局 長  1 名  

（ 5 ） 会 計  1 名  

（ 6 ） 監 事  1 名  

（ 役 員 の 選 任 等 ）  

第 1 3 条  
１ ． 役 員 は 、 正 会 員 （ 法 人 又 は 団 体 等 の 場 合 は 、 そ の 代 表 者 又

は 、 代 表 者 が 指 名 し た 者 と す る 。 ） の う ち か ら 選 任 す る 。  

（ 職  務 ）  

第 1 4 条  
１ ． 代 表 は 、 こ の 会 の 業 務 を 総 括 す る 。  

2 ． 副 代 表 は 、 代 表 を 補 佐 し 必 要 な 場 合 は 職 務 を 代 行 す る 。  

3 ． 事 務 局 長 、 会 計 は 、 こ の 会 に お け る 事 務 ・ 会 計 業 務 を 行 う 。  

4 ． 役 員 は 役 員 会 を 構 成 し 、 こ の 会 の 運 営 に あ た る 。  

5 ． 監 事 は 、 次 に 掲 げ る 職 務 を 行 う 。  

（ 1 ） 役 員 の 業 務 に つ い て そ の 状 況 を 監 査 す る こ と 。  

（ 2 ） こ の 会 の 財 産 の 状 況 を 監 査 す る こ と 。  

（ 3 ） 前 ２ 号 の 規 定 に よ る 監 査 の 結 果 、 こ の 会 の 業 務 又 は 財 産 に

関 し 、 不 正 の 行 為 又 は 法 令 若 し く は 定 款 に 違 反 す る 重 大 な 事 実 が

あ る こ と を 発 見 し た と き は 、 こ れ を 役 員 会 に 報 告 す る こ と 。

（ 4 ） 前 号 の 報 告 を す る た め に 必 要 が あ る と き は 、 役 員 会 を 招 集

す る こ と 。  

（ 5 ） 役 員 の 業 務 執 行 の 状 況 又 は こ の 会 の 財 産 に つ い て 、 役 員 に

意 見 を 述 べ る こ と 。  

（ 任 期 等 ）  

第 1 5 条  
１ ． 役 員 の 任 期 は ２ 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

２ ． 補 欠 又 は 増 員 に よ り 選 任 さ れ た 役 員 の 任 期 は 、 前 項 の 規 定 に

か か わ ら ず 前 任 者 又 は 他 の 現 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  



３ ． 役 員 は 、 辞 任 又 は 任 期 満 了 後 に お い て も 、 最 小 の 役 員 数 を 欠

く 場 合 に は 、 後 任 者 が 就 任 す る ま で は そ の 職 務 を 行 わ な け れ ば な

ら な い 。  

（ 解  任 ）  

第 1 6 条  
１ ． 役 員 が 、 次 の 各 号 に 該 当 す る と き は 、 総 会 の 議 決 に よ り 解 任

す る こ と が で き る 。  

（ 1 ） 職 務 の 遂 行 に 堪 え な い 状 況 に あ る と 認 め ら れ る と き  

（ 2 ） 職 務 上 の 義 務 違 反 、 そ の 他 役 員 と し て ふ さ わ し く な い 行 為

が あ る と き  

 

第 ５ 章  会 議  
（ 会 議 の 種 別 ）  

第 1 7 条  
こ の 会 の 会 議 は 、 総 会 、 役 員 会 の 2 種 と し 、 総 会 は 定 期 総 会 及 び

臨 時 総 会 と す る 。  

（ 会 議 の 構 成 ）  

第 1 8 条  
総 会 は 会 員 を も っ て 構 成 し 、 役 員 会 は 役 員 を も っ て 構 成 す る 。  

（ 総 会 の 権 能 ）  

第 1 9 条  
総 会 は 、 以 下 の 事 項 に つ い て 議 決 す る 。  

（ 1 ） 事 業 報 告 及 び 活 動 決 算  

（ 2 ） 事 業 計 画 及 び 活 動 予 算  

（ 3 ） 役 員 の 選 任 又 は 解 任  

（ 4 ） 活 動 規 約 の 変 更  

（ 5 ） 解 散 及 び 合 併  

（ 6 ） そ の 他 運 営 に 関 す る 重 要 事 項  

（ 総 会 の 開 催 ）  

第 2 0 条  
定 期 総 会 は 、 毎 年 １ 回 開 催 す る 。 臨 時 総 会 は 、 役 員 会 又 は 会 員 の

3 分 の １ 以 上 か ら 請 求 が あ っ た と き 、 代 表 が 開 催 す る 。  

（ 総 会 の 招 集 ）  

第 2 1 条  
１ ． 総 会 は 、 代 表 が 招 集 す る 。  

２ ． 総 会 の 招 集 は 、 会 議 の 日 時 、 場 所 、 目 的 及 び 審 議 事 項 を 開 催

日 の ７ 日 前 ま で に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 定 足 数 と 議 長 ）  



第 2 2 条  
総 会 は 、 会 員 総 数 の 過 半 数 の 出 席 に よ り 成 立 し 、 総 会 の 議 長 は 、

代 表 、 も し く は そ の 指 名 す る 正 会 員 が こ れ を 行 う 。  

（ 総 会 の 議 決 ）  

第 2 3 条  
１ ． 総 会 に お け る 議 決 事 項 は 、 第 ２ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ っ て あ

ら か じ め 通 知 し た 事 項 と す る 。 た だ し 、 議 事 が 緊 急 を 要 す る も の

で 、 出 席 し た 会 員 の 2 分 の 1 以 上 の 同 意 が あ っ た と き は 、 こ の 限

り で は な い 。  

２ ． 総 会 の 議 事 は 、 こ の 規 約 に 定 め る も の の ほ か 、 出 席 し た 会 員

の 過 半 数 を も っ て 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ

に よ る 。  

３ ． 総 会 の 議 決 に つ い て 、 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 会 員 は 、 そ の

議 事 の 議 決 に 加 わ る こ と が で き な い 。  

（ 書 面 表 決 等 ）  

第 2 4 条  
１ ． 会 員 が 止 む を 得 ず 出 席 で き な い と き は 、 あ ら か じ め 通 知 さ れ

た 事 項 に つ い て 書 面 、 電 子 メ ー ル 、 又 は 、 他 の 会 員 を 代 理 人 と し

て 表 決 す る こ と が で き る 。  

２ ． 前 項 の 代 理 人 は 、 代 理 権 を 証 す る 書 面 を そ の 総 会 の 議 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

３ ． 第 １ 項 の 規 定 に よ り 表 決 権 を 行 使 す る 正 会 員 は 、 前 2 条 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 出 席 し た も の と み な す 。  

（ 議 事 録 ）  

第 2 5 条  
１ ． 総 会 の 議 事 に つ い て は 、 次 の 事 項 を 記 載 し た 議 事 録 を 作 成 し

な け れ ば な ら な い 。  

（ 1 ） 日 時 及 び 場 所  

（ 2 ） 会 員 総 数 及 び 出 席 者 数 （ 書 面 表 決 者 又 は 委 任 者 数 等 を 含

む ）  

（ 3 ） 審 議 事 項  

（ 4 ） 議 事 の 経 過 の 概 要 及 び 議 決 の 結 果  

（ 5 ） 議 事 録 署 名 人 の 選 任 に 関 す る 事 項  

２ ． 議 事 録 に は 、 議 長 及 び 総 会 に お い て 選 任 さ れ た 議 事 録 署 名 人

２ 名 以 上 が 署 名 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 役 員 会 ）  

第 2 6 条  
役 員 会 は 、 役 員 を も っ て 構 成 し 、 次 の 事 項 を 審 議 し 議 決 す る 。  

（ 1 ） 総 会 に 付 議 す べ き 事 項  

（ 2 ） 総 会 の 議 決 し た 事 項 の 執 行 に 関 す る 事 項  



（ 3 ） 長 期 借 入 金 そ の 他 新 た な 義 務 の 負 担 お よ び 権 利 の 放 棄 に 関

す る 事 項  

（ 4 ） 事 務 局 、 会 計 業 務 の 運 営 に 関 す る 事 項  

（ 5 ） そ の 他 総 会 の 議 決 を 要 し な い 業 務 の 執 行 に 関 す る 事 項  

（ 役 員 会 の 開 催 等 ）  

第 2 7 条  
１ ． 役 員 会 は 、 次 の 各 号 に 該 当 す る と き 代 表 が 招 集 す る 。  

（ 1 ） 代 表 が 必 要 と 認 め た と き  

（ 2 ） 役 員 総 数 の ３ 分 の １ 以 上 か ら 開 催 の 請 求 が あ っ た と き  

２ ． 役 員 会 の 運 営 方 法 等 そ の 他 は 、 役 員 の 合 議 に よ り 定 め る 。  

 

第 ６ 章  資 産 及 び 会 計  
（ 資 産 の 構 成 ）  

第 2 8 条  
こ の 会 の 資 産 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の を も っ て 構 成 す る 。  

（ 1 ） 設 立 当 初 の 財 産 目 録 に 記 載 さ れ た 資 産  

（ 2 ） 会 費  

（ 3 ） 寄 付 金 品  

（ 4 ） 財 産 か ら 生 じ る 収 益  

（ 5 ） そ の 他 の 収 益  

（ 資 産 の 管 理 ）  

第 2 9 条  
こ の 会 の 資 産 は 、 代 表 が 管 理 し 、 そ の 方 法 は 総 会 の 議 決 を 経 て 代

表 が 別 に 定 め る 。  

（ 経 費 の 支 弁 ）  

第 3 0 条  
こ の 会 の 経 費 は 、 資 産 を も っ て 支 弁 す る 。  

（ 事 業 年 度 ）  

第 3 1 条  
こ の 会 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 4 月 １ 日 に 始 ま り 、 翌 年 3 月 3 1 日 に

終 わ る 。  

（ 事 業 計 画 及 び 予 算 ）  

第 3 2 条  
こ の 会 の 事 業 計 画 及 び こ れ に 伴 う 活 動 予 算 は 、 毎 事 業 年 度 ご と に

作 成 し 、 役 員 会 及 び 総 会 の 議 決 を 経 る こ と を 基 本 と す る 。  

（ 予 算 の 追 加 及 び 更 正 ）  

第 3 3 条  



予 算 成 立 後 に 事 由 が 生 じ た と き は 、 役 員 会 の 議 決 を 経 て 、 既 定 予

算 の 追 加 又 は 更 正 を す る こ と が で き る 。  

（ 事 業 報 告 及 び 決 算 ）  

第 3 4 条  
１ ． こ の 会 の 事 業 報 告 書 、 財 産 目 録 、 貸 借 対 照 表 及 び 活 動 計 算 書

等 決 算 に 関 す る 書 類 は 、 毎 事 業 年 度 終 了 後 速 や か に 作 成 し 、 総 会

の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。  

２ ． 決 算 上 剰 余 金 が 生 じ た と き は 、 次 事 業 年 度 に 繰 り 越 す も の と

す る 。  

（ 解  散 ）  

第 3 5 条  
１ ． こ の 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 由 に よ り 解 散 す る 。  

（ 1 ） 総 会 の 決 議  

（ 2 ） 目 的 と す る 事 業 の 成 功 の 不 能  

（ 3 ） 正 会 員 の 欠 亡  

（ 4 ） 合 併 ま た は 破 産  

２ ． 解 散 す る と き は 、 正 会 員 総 数 の 2 分 の 1 以 上 の 議 決 を 得 な け

れ ば な ら な い 。  

 

第 7 章  雑  則  
（ 事 務 局 ）  

第 3 6 条  
１ ．  こ の 法 人 に 、 事 務 を 処 理 す る た め の 事 務 局 を 置 く 。  

２ ． 事 務 局 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 役 員 会 の

議 決 を 経 て 、 代 表 が 別 に 定 め る 。  

 

（ 附 則 ）  

第 3 7 条  
こ の 規 約 の 施 行 に つ い て 必 要 な 細 則 は 、 役 員 会 の 議 決 を 経 て 、 代

表 が 別 に 定 め る 。  

1 ． こ の 会 の 設 立 当 初 の 会 費 は 、 次 に 掲 げ る 額 と す る 。  

（ 1 ） 年 会 費  

   正 会 員   一 団 体  5 0 0 0 円  

一 般 会 員  一 人  3 0 0 0 円  

   賛 助 会 員  個 人 会 員  1 口 2 0 0 0 円   

           法 人 会 員 ( 1 )  １ 口 1 0 0 0 0 円  

                 ( 2 )  １ 口 5 0 0 0 0 円  

（ 2 ） 協 力 会 員 は 年 会 費 な し と す る 。  

     2 ． こ の 会 の 設 立 当 初 の 役 員 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  



（ 代 表 ）   武 川 篤 之  濱 本 満 紀   

（ 副 代 表 ）  石 原 八 重 子  内 田 絵 子  

（ 幹 事 ）   田 野 成 美  川 相 一 郎  関 孝 子  

（ 事 務 局 長 ） 川 相 一 郎  

（ 会 計 ）    関 孝 子  

（ 顧 問 ）    井 岡 亜 希 子  埴 岡 健 一  

 

3 .  こ の 規 約 は 2 0 2 2 年 4 月 1 日 か ら 適 用 す る 。  

 

 


